
 
岩手県農業基盤整備促進事業費補助金交付要綱の一部改正新旧対照表 

改正前 改正後 
岩手県農業基盤整備促進事業費補助金交付要綱 

 

 （目的） 

第１～第６ [略] 

 

第７ 局長は、必要があると認める場合は、補助金を前金払することがある。 

２ [略] 

 

第８ [略] 

 

   附 則 [略] 
 

 

 

 

 別表第１（第２関係） 

区 分 経 費 補助率 

農山漁村振興交

付金 

 

[略] [略] 

農地耕作条件改

善事業 

 

[略]  農地耕作条件改善事業実施要領

（平成 27 年４月９日付け 26 農振

第 2070 号農林水産省農村振興局

長通知）第６及び農地耕作条件改

善事業交付金交付要綱別表２によ

り算出される額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

岩手県農業基盤整備促進事業費補助金交付要綱 

 

 （目的） 

第１～第６ [略] 

 
第７ 局長は、必要があると認める場合は、補助金を前金払することができる。 

２ [略] 

 

第８ [略] 

 
   附 則 [略] 
 

   附 則 

 この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

 

 別表第１（第２関係） 

区 分 経 費 補助率 

農山漁村振興交

付金 

 

[略] [略] 

農地耕作条件改

善事業 

 

[略]  農地耕作条件改善事業実施要綱

別表の区分の欄に掲げる１.定額

助成の事業については、農地耕作

条件改善事業実施要領（平成 27

年４月９日付け 26 農振第 2070 号

農林水産省農村振興局長通知)第

６により算出される額 

 農地耕作条件改善事業実施要綱

別表の区分の欄に掲げる２.定率

助成の事業については、当該経費

の 64パーセント（豪雪地帯対策特

別措置法（昭和 37 年法律第 73号）

第２条第２項の規定に基づき指定

された特別豪雪地帯、山村振興法

（昭和 40 年法律第 64 号）第７条

第１項の規定に基づき指定された

振興山村、過疎地域自立促進特別

措置法（平成 12 年法律第 15 号）

第２条第１項に規定する過疎地域

（同法第 33 条第１項又は第２項 
 

 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

農業競争力強化

農地整備事業 

 

[略] [略] 

農業水路等長寿

命化・防災減災事

業 

 

[略] [略] 

中山間地域所得

向上支援対策 

 

 事業実施主体が中山間地域

所得向上支援対策実施要領別

紙１別表、別紙２別表１、別紙

３－１別表、別紙３－２別表１

及び別紙３－３別表に掲げる

事業を行う場合並びに事業実

施主体が当該事業を行う場合

に要する経費に対して市町村

が補助する場合に要する経費 

 中山間地域所得向上支援対策実

施要領(平成 28 年 10 月 11 日付け

28 生産第 1140 号農林水産省生産

局長通知、28 農振第 1337 号農村

振興局長通知)別紙１第４、別紙２

第７、別紙３－１別表、別紙３－

２第４及び別紙３－３第７により

算出される額 

 

付帯事務費 

 

[略] [略] 

 
 
別表第２（第８関係） [略] 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  の規定により過疎地域とみなされ

る区域を含む。）、特定農山村地域

における農林業等の活性化のため

の基盤整備の促進に関する法律

（平成５年法律第 72 号）第２条第

１項に規定する特定農山村地域、

急傾斜畑地帯（旧急傾斜地帯農業

振興臨時措置法（昭和 27年法律第

135 号）第３条の規定に基づき指

定された地域又は受益地域内の平

均傾斜度が 15度以上の地域（水田

地帯を除く。））において行う事業

にあっては、69パーセント）に相

当する額以内の額 

農業競争力強化

農地整備事業 

 

[略] [略] 

農業水路等長寿

命化・防災減災事

業 

 

[略] [略] 

中山間地域所得

向上支援対策 

 

 事業実施主体が中山間地域

所得向上支援対策実施要領別

紙１第６、別紙２別表１、別紙

３－１別表、別紙３－２別表１

及び別紙３－３別表に掲げる

事業を行う場合並びに事業実

施主体が当該事業を行う場合

に要する経費に対して市町村

が補助する場合に要する経費 

 中山間地域所得向上支援対策実

施要領(平成 28 年 10 月 11 日付け

28 生産第 1140 号農林水産省生産

局長通知、28 農振第 1337 号農村

振興局長通知)別紙１別表、別紙２

第７、別紙３－１別表、別紙３－

２第４及び別紙３－３第７により

算出される額 

 

附帯事務費 

 

[略] [略] 

 
 
別表第２（第８関係） [略] 
 
 
 
 
 
 
 
 



様式第１号（別表第２関係） 
 

第   号 
                                                                                年 月  日 
 
 

○○広域振興局長 様 

                                      市 町 村 長    氏    名    印 

                          所在地 

名称 

代表者     氏    名   印 

 

岩手県農業基盤整備促進事業費補助金交付申請書 
 

平成 年度において下記のとおり事業を実施したいので、岩手県補助金交付規則により、関係書類を添え

て、次のとおり申請します。 
                                              記 
１ 事 業 の 目 的             
 
２ 収 支 予 算 書             

 
区     分 

本年度 
 

事業費 

本年度 
 

交付額 
県 費 市町村費 その他 備 考 

 
 
１ ○○事業○○地区 
（１）事業費 
（２）市町村等附帯事務費 
 
 

円 円 円 円 円  

合     計 
      

（１）収入の部 
 

区     分 
本年度 

 
予算額 

前年度 
 

予算額 

比 較 増 減 
備 考 

増 減 
 
１ 県補助金 

 
２ そ の 他 

円 円 円 円  

様式第１号（別表第２関係） 
 

第   号 
                                                                                年 月  日 
 
 

○○広域振興局長 様 

                                      市 町 村 長    氏    名    印 

                          所在地 

名称 

代表者     氏    名   印 

 

岩手県農業基盤整備促進事業費補助金交付申請書 
 

年度において下記のとおり事業を実施したいので、岩手県補助金交付規則により、関係書類を添えて、

次のとおり申請します。 
                                              記 
１ 事 業 の 目 的             
 
２ 収 支 予 算 書             

 
区     分 

本年度 
 

事業費 

本年度 
 

交付額 
県 費 市町村費 その他 備 考 

 
 
１ ○○事業○○地区 
（１）事業費 
（２）市町村等附帯事務費 
 
 

円 円 円 円 円  

合     計 
      

（１）収入の部 
 

区     分 
本年度 

 
予算額 

前年度 
 

予算額 

比 較 増 減 
備 考 

増 減 
 
１ 県補助金 

 
２ そ の 他 

円 円 円 円  



合     計 
     

 
（２）支出の部                                                                                 

 
区     分 

本年度 
 

予算額 

前年度 
 

予算額 

比 較 増 減 
備 考 

増 減 
 
 
○○事業○○地区 

 
 

 
円 

 
円 

 
円 

 
円 

 

 
合     計 

     

 
  予算議決（又は予算議決予定）    年  月  日 
 
３ 地区別事業内容及び配分表  （様式第２号のとおり） 
 
４ 事 業 の 完 了 予 定                 年  月  日 
 
５ 添 付 書 類               都道府県又は市町村の補助金の交付規程又は要綱 
 
 
 
 
 
 
様式第２号（別表第２関係）地区別事業内容及び配分表（農山漁村振興交付金）  ［略］ 
 
様式第２号（別表第２関係）地区別事業内容及び配分表（農地耕作条件改善事業） ［略］ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

合     計 
     

 
（２）支出の部                                                                                 

 
区     分 

本年度 
 

予算額 

前年度 
 

予算額 

比 較 増 減 
備 考 

増 減 
 
 
○○事業○○地区 

 
 

 
円 

 
円 

 
円 

 
円 

 

 
合     計 

     

 
  予算議決（又は予算議決予定）    年  月  日 
 
３ 地区別事業内容及び配分表  （様式第２号のとおり） 
 
４ 事 業 の 完 了 予 定                 年  月  日 
 
５ 添 付 書 類               都道府県又は市町村の補助金の交付規程又は要綱 
 
 
 
 
 
様式第２号（別表第２関係）地区別事業内容及び配分表（農山漁村振興交付金）  ［略］ 
 
様式第２号（別表第２関係）地区別事業内容及び配分表（農地耕作条件改善事業） ［略］ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



様式第２号（別表第２関係）地区別事業内容及び配分表（農業競争力強化農地整備事業） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
様式第２号（別表第２関係）地区別事業内容及び配分表（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 
～別紙第 10                                       [略] 

 
 
別紙第 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

様式第２号（別表第２関係）地区別事業内容及び配分表（農業競争力強化農地整備事業） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
様式第２号（別表第２関係）地区別事業内容及び配分表（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 
～別紙第 10                                       [略] 
 
 
別紙第 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

様式第２号（別表第２関係）　地区別事業内容及び配分表（農業競争力強化農地整備事業）

都道府県費 市町村費 土地改良区その他

円 円 円 円 円 円 円 円

ha

式 式 式 式

1.0 0 1.0 0 1.0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

翌　年　度　以　降

事業量

前 年 度 ま で

事業費国庫補助率

％

1.0

1.0

小　計

施行年度

事業費

総　　量

事業量

事業完了後の

備　　考

　　年　　月

施設管理者

事業量

受益面積

～

工事の着手及び

　　年　　月

完了予定の年月

　年度
（事業主体）

事業名

事業費
費　目 工　種

本　　年　　度

事業量 事業費 国庫補助金
国庫補助金以外の財源

～ 　年度
地区名

計

　
　

経 費 の 配 分 及 び 事 業 計 画 の 概 要

様式第２号（別表第２関係）　地区別事業内容及び配分表（農業競争力強化農地整備事業）

都道府県費 市町村費 土地改良区その他

円 円 円 円 円 円 円 円

ha

式 式 式 式

1.0 0 1.0 0 1.0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

経 費 の 配 分 及 び 事 業 計 画 の 概 要

　
　

計

平成　年度
（事業主体）

事業名

事業費
費　目 工　種

本　　年　　度

事業量 事業費 国庫補助金
国庫補助金以外の財源

～ 平成　年度
地区名

施設管理者

事業量

受益面積

～

工事の着手及び

平成　　年　　月

完了予定の年月

事業完了後の

備　　考

平成　　年　　月

施行年度

事業費

総　　量

事業量

小　計

1.0

1.0

翌　年　度　以　降

事業量

前 年 度 ま で

事業費国庫補助率

％

別紙第12

処分制限
年 月 日

円 円 円

0
施行年度

平成  年度

～

平成  年度

国庫補助率

0

事　業　名 地 区 名 事業主体 取得金額

財産管理台帳（令第１３条第１号から第３号までの財産、要綱第１４の財産）

備　考
検 収 又は
取得年月日 補助金返還額

処分制限期間

耐用年数

処分の状況

処分の類別 処分年月日
形状寸法 数　量 単 価名　　称

別紙第12

処分制限
年 月 日

円 円 円

施行年度

  年度

～

  年度

国庫補助率

取得金額

財産管理台帳（令第１３条第１号から第３号までの財産、要綱第１４の財産）

備　考
検 収 又は
取得年月日 補助金返還額

処分制限期間

耐用年数

処分の状況

処分の類別 処分年月日
形状寸法 数　量 単 価名　　称事　業　名 地 区 名 事業主体



様式第３号（別表第２関係）［略］ 
 
 
 
様式第４号（別表第２関係） 

第     号  
年  月  日  

 
○○広域振興局長 様 
 

市町村長 氏     名 印  

                                所在地 

名称 

代表者    氏    名   印 

 

 
 

岩手県農業基盤整備促進事業費補助金請求（精算）書 
  年  月  日付けで岩手県指令 広 第  号で補助金の交付の決定の通知のあった、  年度岩手

県農業基盤整備促進事業（○○事業）が完了したので、関係書類を添えて、次のとおり補助金の交付を請求

（精算）します。 
金           円 
補助金交付決定額   金        円 
内前金払受領額   金        円 

 
 
備考 精算の結果、交付を受ける補助金がない場合には、「補助金の交付を請求」を「精算」と記載するこ

と。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

様式第３号（別表第２関係）［略］ 
 
 
 
様式第４号（別表第２関係） 

第     号  
年  月  日  

 
○○広域振興局長 様 
 

市町村長 氏     名 印  

                                所在地 

名称 

代表者    氏    名   印 

 

 
 

岩手県農業基盤整備促進事業費補助金請求（精算）書 
  年  月  日付け岩手県指令 広 第  号で補助金の交付の決定の通知のあった、  年度岩手県

農業基盤整備促進事業（○○事業）が完了したので、関係書類を添えて、次のとおり補助金の交付を請求（精

算）します。 
金           円 
補助金交付決定額   金        円 
内前金払受領額   金        円 

 
 
備考 精算の結果、交付を受ける補助金がない場合には、「補助金の交付を請求」を「精算」と記載するこ

と。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



様式第５号（別表第２関係） 
 

実績報告書 
 

  年  月  日付けで  年度岩手県農業基盤整備促進事業（○○事業）が次のとおり完了したの

で、その実績を報告します。 

記 
１ 事 業 の 目 的 
２ 収 支 精 算   （様式第６、７号のとおり） 
３ 事 業 の 成 果   （様式第２号のとおり） 
４ 事 業 の 完 了       年   月   日 
 
（注）別紙様式第２号の財産管理台帳を添付すること。 
 
 
 
様式第６号（別表第２関係）～様式第９号（第７関係） [略] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

様式第５号（別表第２関係） 
 

実績報告書 
 

  年  月  日付け岩手県指令 広 第  号で補助金交付の決定通知のあった、  年度岩手県

農業基盤整備促進事業（○○事業）が次のとおり完了したので、その実績を報告します。 

記 
１ 事 業 の 目 的 
２ 収 支 精 算   （様式第６、７号のとおり） 
３ 事 業 の 成 果   （様式第２号のとおり） 
４ 事 業 の 完 了       年   月   日 
 
（注）別紙様式第２号の財産管理台帳を添付すること。 
 
 
 
様式第６号（別表第２関係）～様式第９号（第７関係） [略] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



岩手県指令○広 第○号  

住 所   

法人又は氏名  

平成○年○月○日付け○第○号で申請のあった平成○年度岩手県農業基盤整備促進事業（○○事業）費に対し、

岩手県補助金交付規則（昭和 32 年規則第 71 号。以下、「県補助金規則」という。）第５条の規定により、次の条

件を付けて補助金○○円を交付することと決定したので、県補助金規則第７条の規定により通知します。 

平成○年○月○日 

○○広域振興局長 印  

記 

１ 補助金交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）の内容及び経費の配分は、平成○年度岩手県農

業基盤整備促進事業費補助金交付申請書に添付の地区別事業内容及び配分表のとおりとする。 

 

２ 補助事業者は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和 30 年法律第 179 号）、補助金等に係

る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和 30 年政令第 255 号）、農林畜水産業関係補助金等交付規則（昭

和 31 年農林省令第 18 号。以下「国規則」という。）、農山漁村振興交付金実施要綱(平成 28 年４月１日付け 27

農振第 2325 号農林水産事務次官依命通知)、農地耕作条件改善事業実施要綱（平成 27 年４月９日付け 26 農振

第 2069 号農林水産事務次官依命通知)、農業競争力強化農地整備事業実施要綱（平成 30 年３月 30 日付け 29

農振第 2604 号農林水産事務次官依命通知）、農業水路等長寿命化・防災減災事業実施要綱（平成 30 年３月 30

日付け 29 農振第 2711 号農林水産事務次官依命通知）、中山間地域所得向上支援対策実施要綱(平成 28 年 10 月

11 日付け 28 農振第 1336 号農林水産事務次官依命通知)、岩手県農業基盤整備促進事業費補助金交付要綱（平

成 29 年１月 31 日付け農建第 463 号岩手県農林水産部長通知）、県補助金規則、関係通達等の規定に従わなけ

ればならない。 

 

３ 補助事業者は、補助事業に係る経理を明らかにした関係書類を整備し、事業終了の翌年度から起算して５年

間保存しなければならない。 

 

４ 補助事業者は、補助金の交付を申請するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額（補助

金対象経費に含まれる消費税等相当額のうち、消費税法（昭和 63 年法律第 108 号）に規定する仕入れに係る

消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）に規定する地方消費

税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。）が明らかでないため、消費

税等相当額を含めて申請した場合にあっては、次の条件に従わなければならない。 

(1) 補助事業者は、補助金請求（県補助金規則第 13 条の規定による補助金請求をいう。以下同じ。）を行う

に当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額か

ら減額して請求しなければならない。 

(2) 補助事業者は、補助金の交付を受けた後に消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れ

に係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額（前記(1)により減額した場合にあっては、その金額

が減じた額を上回る部分の金額）を消費税等仕入控除税額報告書（別紙様式第１号）により速やかに○○広

域振興局長に報告するとともに、県からの返還命令を受けて、これを返還しなければならない。 

 

５ 補助事業者は、補助金の交付を申請するに当たって、県からの補助金の終局受領者（以下「終局受領者」と

いう。）が、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでないため、消費税等相当額を含めて申

請した場合にあっては、次の条件に従わなければならない。 

(1) 補助事業者は、補助金請求を行うに当たって、終局受領者について当該補助金に係る仕入れに係る消費

税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して請求しなければならない。 

(2) 補助事業者は、補助金の交付を受けた後に消費税及び地方消費税の申告により終局受領者について当該

岩手県指令○広 第○号  

住 所   

法人又は氏名  

令和○年○月○日付け○第○号で申請のあった令和○年度岩手県農業基盤整備促進事業（○○事業）費に対し、

岩手県補助金交付規則（昭和 32 年規則第 71 号。以下、「県補助金規則」という。）第５条の規定により、次の条

件を付けて補助金○○円を交付することと決定したので、県補助金規則第７条の規定により通知します。 

令和○年○月○日 

○○広域振興局長 印  

記 

１ 補助金交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）の内容及び経費の配分は、令和○年度岩手県農

業基盤整備促進事業費補助金交付申請書に添付の地区別事業内容及び配分表のとおりとする。 

 

２ 補助事業者は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和 30 年法律第 179 号）、補助金等に係

る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和 30 年政令第 255 号）、農林畜水産業関係補助金等交付規則（昭

和 31 年農林省令第 18 号。以下「国規則」という。）、農山漁村振興交付金実施要綱(平成 28 年４月１日付け 27

農振第 2325 号農林水産事務次官依命通知)、農地耕作条件改善事業実施要綱（平成 27 年４月９日付け 26 農振

第 2069 号農林水産事務次官依命通知)、農業競争力強化農地整備事業実施要綱（平成 30 年３月 30 日付け 29

農振第 2604 号農林水産事務次官依命通知）、農業水路等長寿命化・防災減災事業実施要綱（平成 30 年３月 30

日付け 29 農振第 2711 号農林水産事務次官依命通知）、中山間地域所得向上支援対策実施要綱(平成 28 年 10 月

11 日付け 28 農振第 1336 号農林水産事務次官依命通知)、岩手県農業基盤整備促進事業費補助金交付要綱（平

成 29 年１月 31 日付け農建第 463 号岩手県農林水産部長通知）、県補助金規則、関係通達等の規定に従わなけ

ればならない。 

 

３ 補助事業者は、補助事業に係る経理を明らかにした関係書類を整備し、事業終了の翌年度から起算して５年

間保存しなければならない。 

 

４ 補助事業者は、補助金の交付を申請するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額（補助

金対象経費に含まれる消費税等相当額のうち、消費税法（昭和 63 年法律第 108 号）に規定する仕入れに係る

消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）に規定する地方消費

税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。）が明らかでないため、消費

税等相当額を含めて申請した場合にあっては、次の条件に従わなければならない。 

(1) 補助事業者は、補助金請求（県補助金規則第 13 条の規定による補助金請求をいう。以下同じ。）を行う

に当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額か

ら減額して請求しなければならない。 

(2) 補助事業者は、補助金の交付を受けた後に消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れ

に係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額（前記(1)により減額した場合にあっては、その金額

が減じた額を上回る部分の金額）を消費税等仕入控除税額報告書（別紙様式第１号）により速やかに○○広

域振興局長に報告するとともに、県からの返還命令を受けて、これを返還しなければならない。 

 

５ 補助事業者は、補助金の交付を申請するに当たって、県からの補助金の終局受領者（以下「終局受領者」と

いう。）が、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでないため、消費税等相当額を含めて申

請した場合にあっては、次の条件に従わなければならない。 

(1) 補助事業者は、補助金請求を行うに当たって、終局受領者について当該補助金に係る仕入れに係る消費

税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して請求しなければならない。 

(2) 補助事業者は、補助金の交付を受けた後に消費税及び地方消費税の申告により終局受領者について当該

(参考添付) (参考添付) 



補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額（前記(1)により減額した場合に

あっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額）を消費税等仕入控除税額報告書（別紙様式第１号）に

より速やかに○○広域振興局長に報告するとともに、県からの返還命令を受けて、これを返還しなければな

らない。 

 

６ 補助事業者は、県補助金規則第９条第１項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消された

場合において、補助事業の当該取消に係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、○○広域振興局

長の命ずるところにより、補助金を返還しなければならない。ただし、やむを得ない事情があると○○広域振

興局長が認めるときは、この限りではない。 

 

７ 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産で、処分制限期間（減価償却資産の耐用年

数等に関する省令（昭和 40 年大蔵省令第 15 号。以下「財務省令」という。）に定めれられている耐用年数に

相当する期間、又は国規則第５条に定める期間のいずれか長い期間をいう。以下同じ。）を経過しない場合に

おいては、財産管理台帳（別紙様式第２号）その他関係書類を整備保管しなければならない。 

 

８ 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産について、事業完了後においても善良な管

理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的な運営を図らなければならな

い。 

 

９ 補助事業者は、前記８の財産（１件当たりの取得価格が 50 万円未満の機械及び器具を除く。）について、処

分制限期間内に○○広域振興局長の承認を受けずに、補助金の交付の目的以外の目的のために使用し、譲渡し、

交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。 

 

10 ○○広域振興局長は、補助事業者が前記９の承認を得て財産を処分したことにより収入を得たときは、当該

収入の全部又は一部を、県に対して納付させることがある。 

 

11 補助事業者は、この補助金の全部又は一部を終局受領者に交付する場合には、当該交付決定に際して前記２

から 10 までに付けた条件と同一の条件を付さなければならない。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額（前記(1)により減額した場合に

あっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額）を消費税等仕入控除税額報告書（別紙様式第１号）に

より速やかに○○広域振興局長に報告するとともに、県からの返還命令を受けて、これを返還しなければな

らない。 

 

６ 補助事業者は、県補助金規則第９条第１項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消された

場合において、補助事業の当該取消に係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、○○広域振興局

長の命ずるところにより、補助金を返還しなければならない。ただし、やむを得ない事情があると○○広域振

興局長が認めるときは、この限りではない。 

 

７ 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産で、処分制限期間（減価償却資産の耐用年

数等に関する省令（昭和 40 年大蔵省令第 15 号。以下「財務省令」という。）に定められている耐用年数に相

当する期間、又は国規則第５条に定める期間のいずれか長い期間をいう。以下同じ。）を経過しない場合にお

いては、財産管理台帳（別紙様式第２号）その他関係書類を整備保管しなければならない。 

 

８ 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産について、事業完了後においても善良な管

理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的な運営を図らなければならな

い。 

 

９ 補助事業者は、前記８の財産（１件当たりの取得価格が 50 万円未満の機械及び器具を除く。）について、処

分制限期間内に○○広域振興局長の承認を受けずに、補助金の交付の目的以外の目的のために使用し、譲渡し、

交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。 

 

10 ○○広域振興局長は、補助事業者が前記９の承認を得て財産を処分したことにより収入を得たときは、当該

収入の全部又は一部を、県に対して納付させることがある。 

 

11 補助事業者は、この補助金の全部又は一部を終局受領者に交付する場合には、当該交付決定に際して前記２

から 10 までに付けた条件と同一の条件を付さなければならない。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

別紙様式第１号 

第      号  

平成 年 月 日  

 

○○広域振興局長 様 

 

市町村長 氏     名 印  

所在地            

名 称            

代表者  氏     名 印  

 

消費税等仕入控除税額報告書 

平成○年○月○日付け指令○広○第○号で補助金の交付の決定のあった平成 年度岩手県農業基盤整備促進

事業（○○事業）について、次のとおり報告します。 

記 

１ 補助金交付額 金        円 

２ 補助金の交付時に減額した仕入れに係る消費税等相当額 金        円 

３ 消費税及び地方消費税の申告により確定した仕入れに係る消費税等相当額 

 金        円 

４ 補助金返還相当額（３－２） 金        円 

 

 

注 事業実施主体別の内訳資料、その他参考となる資料を添付すること。 

 

 
 
（参考添付）別紙様式第２号 [略] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

別紙様式第１号 

第      号   

令和 年  月  日  

 

○○広域振興局長 様 

 

市町村長 氏     名 印  

所在地            

名 称            

代表者  氏     名 印  

 

消費税等仕入控除税額報告書 

令和○年○月○日付け指令○広○第○号で補助金の交付の決定のあった令和 年度岩手県農業基盤整備促進

事業（○○事業）について、次のとおり報告します。 

記 

１ 補助金交付額 金        円 

２ 補助金の交付時に減額した仕入れに係る消費税等相当額 金        円 

３ 消費税及び地方消費税の申告により確定した仕入れに係る消費税等相当額 

 金        円 

４ 補助金返還相当額（３－２） 金        円 

 

 

注 事業実施主体別の内訳資料、その他参考となる資料を添付すること。 

 
 
 
（参考添付）別紙様式第２号 [略] 
 
 
 
 
 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

 

（参考添付） （参考添付） 


